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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第82期

第１四半期累計期間
第83期

第１四半期累計期間
第82期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

自　2021年４月１日
至　2021年６月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （千円） 1,461,378 1,341,443 6,059,112

経常利益 （千円） 71,946 11,396 311,307

四半期（当期）純利益 （千円） 50,170 3,881 206,571

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 655,200 655,200 655,200

発行済株式総数 （千株） 880 880 880

純資産額 （千円） 2,967,250 3,108,506 3,129,613

総資産額 （千円） 5,155,941 5,352,664 5,342,617

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 64.39 4.98 265.11

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 30.00

自己資本比率 （％） 57.6 58.1 58.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 95,183 138,331 336,182

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △44,151 △56,567 △217,005

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △24,159 △24,433 △32,633

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,464,194 1,581,197 1,523,866

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期期間の期首から

適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の

指標等となっております。

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）経営成績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種

を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されております

が、感染の動向が内外経済に与える影響に十分注意する必要があります。

　新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、感染力の強い変異株も拡大している中で、ワクチン接種も広

がってきており収束時期等の予測は依然困難な状態が続いております。

　当社はこのような状況の中、各部門で一体となり拡販に努めましたが、当第１四半期累計期間の売上高は1,341百

万円と前年同四半期比119百万円（8.2％）の減少となりました。

　利益面については、売上総利益が277百万円と前年同四半期比35百万円（11.2％）の減少、営業利益は7百万円と

前年同四半期比60百万円（88.3％）の減少、経常利益は11百万円と前年同四半期比60百万円（84.2％）の減少、四

半期純利益は3百万円と前年同四半期比46百万円（92.3％）の減少となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 電力通信部門

　電力業界では配電工事の予算削減傾向が続き、架線金物需要は低調に推移しました。一方、通信業界は、高度

無線環境整備推進事業による設備投資が増加したため、一部製品の需要が増加しております。

　鉄塔・鉄構においても、コスト削減の影響により、建替需要はあるものの、前年度よりも受注は絞られており

売上高・利益ともに減少となりました。

　この結果、売上高は908百万円と前年同四半期比67百万円（7.0％）の減少、セグメント利益は104百万円と前年

同四半期比20百万円（16.7％）の減少となりました。

 

② 建材部門

　建材部門においては、東京オリンピック・パラリンピックの端境期として、稼働物件が少ない状況でありまし

た。

　こうした状況の中、売上高は433百万円と前年同四半期比52百万円（10.7％）の減少、セグメント利益は24百万

円と前年同四半期比20百万円（45.8％）の減少となりました。

 

(2）財政状態の分析

（総資産）

　総資産は、前事業年度末に比べ10百万円増加し5,352百万円となりました。これは、主に棚卸資産130百万円、繰

延税金資産15百万円の増加と、受取手形、売掛金及び契約資産146百万円の減少によるものです。

（負債）

　負債は、前事業年度末に比べ31百万円増加し2,244百万円となりました。これは、主に未払費用65百万円、仕入債

務32百万円の増加と、未払法人税等60百万円の減少によるものです。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べ21百万円減少し3,108百万円となりました。これは、主に四半期純利益3百万円の

計上による増加と、配当金23百万円の支払によるものです。この結果、有利子負債比率（D/Eレシオ）は0.02倍と良

好な水準にあります。
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(3）キャッシュ・フローの状況の分析

　当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ57百万

円増加し1,581百万円となりました。

 

　当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は138百万円（前年同四半期比43百万円の増加）となりました。これは主に税引前四

半期純利益及び減価償却費50百万円、売上債権の減少額192百万円、棚卸資産の増加額130百万円、仕入債務の増加

額32百万円、法人税等の支払額75百万円によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は56百万円（前年同四半期比12百万円の増加）となりました。これは主に有形及び

無形固定資産の取得による支出58百万円によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は24百万円（前年同四半期微増）となりました。これは主に配当金の支払額22百万

円によるものです。

 

(4）会計上の見積り及び見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

 

(6）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、20百万円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,800,000

計 2,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（2021年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 880,000 880,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であり

ます。

計 880,000 880,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年４月１日～

2021年６月30日
－ 880 － 655,200 － 221,972

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 100,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 778,700 7,787 －

単元未満株式（注） 普通株式 500 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  880,000 － －

総株主の議決権  － 7,787 －

（注）　「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式が３株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

　株式会社大谷工業

東京都品川区西五反田７丁

目22番17号
100,800 - 100,800 11.45

計 － 100,800 - 100,800 11.45

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年４月１日から2021年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,523,866 1,581,197

受取手形及び売掛金 1,171,046 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 1,024,278

電子記録債権 343,638 298,154

商品及び製品 504,383 496,621

仕掛品 394,294 495,145

原材料及び貯蔵品 201,057 238,905

その他 15,630 22,167

流動資産合計 4,153,917 4,156,470

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 277,286 275,483

機械及び装置（純額） 352,756 328,772

土地 226,722 226,722

リース資産（純額） 217 158

その他（純額） 101,599 125,096

有形固定資産合計 958,582 956,232

無形固定資産 31,705 29,917

投資その他の資産   

投資有価証券 90,810 87,269

繰延税金資産 60,701 76,534

その他 46,900 46,241

投資その他の資産合計 198,412 210,044

固定資産合計 1,188,700 1,196,194

資産合計 5,342,617 5,352,664
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 475,721 493,814

電子記録債務 668,478 683,334

短期借入金 48,000 48,000

設備関係未払金 20,229 12,163

未払費用 213,979 279,757

未払法人税等 85,543 25,491

その他 135,386 126,085

流動負債合計 1,647,338 1,668,646

固定負債   

退職給付引当金 464,251 470,829

役員退職慰労引当金 32,730 34,125

長期預り保証金 62,709 64,582

その他 5,975 5,975

固定負債合計 565,665 575,512

負債合計 2,213,003 2,244,158

純資産の部   

株主資本   

資本金 655,200 655,200

資本剰余金 221,972 221,972

利益剰余金 2,531,649 2,512,154

自己株式 △296,993 △296,993

株主資本合計 3,111,828 3,092,333

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,785 16,173

評価・換算差額等合計 17,785 16,173

純資産合計 3,129,613 3,108,506

負債純資産合計 5,342,617 5,352,664
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(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  (単位：千円)

 
前第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 1,461,378 1,341,443

売上原価 1,148,663 1,063,884

売上総利益 312,714 277,559

販売費及び一般管理費 244,576 269,566

営業利益 68,138 7,993

営業外収益   

受取利息 10 3

受取配当金 2,119 1,638

雑収入 1,891 1,899

営業外収益合計 4,021 3,541

営業外費用   

支払利息 160 135

雑損失 53 1

営業外費用合計 213 137

経常利益 71,946 11,396

特別利益   

固定資産売却益 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,490

固定資産除売却損 0 0

特別損失合計 0 1,490

税引前四半期純利益 71,951 9,906

法人税、住民税及び事業税 41,562 21,053

法人税等調整額 △19,782 △15,027

法人税等合計 21,780 6,025

四半期純利益 50,170 3,881
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 71,951 9,906

減価償却費 38,857 40,550

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,218 6,578

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,395 1,395

受取利息及び受取配当金 △2,130 △1,641

支払利息 160 135

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,490

有形固定資産除売却損益（△は益） △4 0

売上債権の増減額（△は増加） △98,341 192,251

棚卸資産の増減額（△は増加） 25,423 △130,936

仕入債務の増減額（△は減少） 22,521 32,949

その他 62,595 60,050

小計 129,646 212,729

利息及び配当金の受取額 2,130 1,641

利息の支払額 △161 △137

法人税等の支払額 △36,432 △75,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,183 138,331

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △45,287 △58,103

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 －

投資有価証券の取得による支出 △352 △366

出資金の払込による支出 △29 △27

貸付金の回収による収入 109 56

預り保証金の返還による支出 △1,283 －

預り保証金の受入による収入 2,688 1,872

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,151 △56,567

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △21,821 △22,071

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,337 △2,361

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,159 △24,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,872 57,330

現金及び現金同等物の期首残高 1,437,322 1,523,866

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 1,464,194 ※１ 1,581,197
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を

当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。この適用により、収益の認識方法の

見直し・検討を行いましたが、従来の認識方法からの変更はありませんでした。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用いたします。ただし、収益認識会計

基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべ

ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また

書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契

約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第１四半期会計期間の期首の利

益剰余金に加減いたします。

この結果、当第１四半期累計期間の損益に与える影響と、利益剰余金の当期首残高への影響はありませんでし

た。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手

形及び売掛金」は、当第１四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたし

ました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年

３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益

を分解した情報を記載しておりません。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第１四半期累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年６月30日）

現金及び預金 1,464,194千円 1,581,197千円

現金及び現金同等物 1,464,194千円 1,581,197千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 23,375 30.0 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021 年６月28日

定時株主総会
普通株式 23,375 30.0 2021年３月31日 2021年６月29日 利益剰余金

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 電力通信部門 建材部門 合計

売上高    

外部顧客への売上高 976,030 485,348 1,461,378

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 976,030 485,348 1,461,378

セグメント利益 124,904 45,397 170,302

 
２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 170,302

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △102,163

四半期損益計算書の営業利益 68,138

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
 
Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 電力通信部門 建材部門 合計

売上高    

外部顧客への売上高 908,127 433,315 1,341,443

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 908,127 433,315 1,341,443

セグメント利益 104,044 24,596 128,640

 
２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 128,640

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △120,647

四半期損益計算書の営業利益 7,993

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

（単位：千円）

 
電力通信部門 建材部門

合計
架線金物 鉄塔・鉄構 その他 計 スタッド その他 計

一時点で認識する

収益
707,546 167,800 32,780 908,127 301,379 34,648 336,027 1,244,155

一定の期間にわた

り認識する収益
－ － － － 94,381 2,906 97,288 97,288

顧客との契約から

生じる収益
707,546 167,800 32,780 908,127 395,760 37,555 433,315 1,341,443

外部顧客への売上

高
707,546 167,800 32,780 908,127 395,760 37,555 433,315 1,341,443

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 64円39銭 4円98銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 50,170 3,881

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 50,170 3,881

普通株式の期中平均株式数（千株） 779 779

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　重要な固定資産の取得

当社は、取締役会決議に基づき、2021年６月30日付で土地の取得に係る契約を締結いたしました。

 

１.取得の目的

さらなる生産能力向上のため、工場建設のための事業用地として取得するものです。

 

２.取得資産の内容

（１）所在地　　　：富山県富山市

（２）面積　　　　：7991.47㎡

（３）取得価額　　：206,179千円

（４）契約締結日　：2021年６月30日

（５）物件引渡日　：2021年７月29日

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 
 

2021年8月10日
 

株 式 会 社 大 谷 工 業
 

　取 締 役 会 御 中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

東 京 事 務 所  

 
 

      

 

指定有限責任社員

 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 大 中 康 宏 印

       

 

指定有限責任社員

 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 佐 瀬 　剛 印

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大谷工業

の2021年4月1日から2022年3月31日までの第83期事業年度の第1四半期会計期間（2021年4月1日から2021年6月30日まで）

及び第1四半期累計期間（2021年4月1日から2021年6月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、

四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大谷工業の2021年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第1四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で
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ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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